
 -1-

鶴見川流域水協議会 議事要旨 

 

■日時  ：令和４年３月１０日（木）１０：１５～１１：１５ 

■場所  ：京浜河川事務所 第１会議室 

■出席者  ：関東地方整備局、東京都建設局、東京都都市整備局、東京都環境局、 

東京都教育庁、神奈川県県土整備局、横浜市道路局、横浜市環境創造局、 

川崎市建設緑政局、川崎市上下水道局、川崎市総務企画局、 

川崎市環境局、川崎市まちづくり局、川崎市教育委員会、 

町田市下水道部、稲城市都市建設部、 

東京管区気象台、横浜地方気象台、東日本旅客鉄道株式会社横浜支社、 

東急電鉄株式会社鉄道事業本部（WEB 参加含む） 

 

■議事要旨 

＜議事１：鶴見川流域水協議会設置要領の変更について（資料1）＞ 

（【資料説明】事務局）：鶴見川流域水協議会設置要領の変更について説明。 

（【司会進行】事務局）：ご意見・ご質問等はあるか。 

（一同）：（特に意見なし） 

 

＜議事２：流域治水プロジェクトの充実に向けた対応について＞ 

＜流域治水プロジェクトのフォローアップについて（資料 2-1）＞ 

（【資料説明】事務局）：流域治水プロジェクトのフォローアップについて説明。 

＜流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取り組みについて（資料 2-2）＞ 

（【資料説明】事務局）：流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組について説明。 

＜流域治水プロジェクト 進捗と効果について（資料 2-3）＞ 

（【資料説明】事務局）：流域治水プロジェクトの進捗と効果について説明。 

＜流域治水プロジェクトにおける具体的な取組について（資料 2-4）＞ 

（【資料説明】事務局）：流域治水プロジェクトにおける具体的な取組について説明。 

（【司会進行】事務局）：議事２に関して、構成員より取組事例をご紹介いただきたい。 

（【資料紹介】横浜市）：浸水被害の削減効果に寄与する雨水幹線等の整備事業について紹介。 

（【資料紹介】京浜河川事務所）：「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」に関する取組事例

を紹介。 
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（【資料紹介】横浜市）：要配慮者利用施設を対象とした避難確保計画作成マニュアルの改定や、

避難確保計画の作成支援動画について紹介。 

（【資料紹介】川崎市）：避難確保計画作成の手引きの改定や、区役所が要配慮者利用施設と直接

連絡をとり、計画作成を促している事例を紹介。 

（【司会進行】事務局）：議事２に関して、ご意見・ご質問等はあるか。 

（一同）：（特に意見なし） 

 

＜議事３：今後のスケジュールについて（資料 3）＞ 

（【資料説明】事務局）：今後のスケジュールについて説明。 

（【司会進行】事務局）：ご意見・ご質問等はあるか。 

（一同）：（特に意見なし） 

 

＜議事 4：その他＞ 

＜流域治水協議会等への住民参加について（資料 4）＞ 

（【資料説明】事務局）：流域治水協議会等への住民参加について説明。 

＜流域治水関連法（特定都市河川浸水被害対策法関係）について（資料 5）＞ 

（【資料説明】事務局）：流域治水関連法（特定都市河川浸水被害対策法関係）について説明。 

＜流域治水対策等の主な支援事業（資料 6）＞ 

（【資料説明】事務局）：流域治水対策等の主な支援事業について説明。 

（【司会進行】事務局）：議事４に関して、ご意見・ご質問等はあるか。 

（一同）：（特に意見なし） 

 

＜質疑応答＞ 

（【司会進行】事務局）：全体を通して、ご意見・ご質問等はあるか。 

（一同）：（特に意見なし） 

 

＜連絡事項＞ 

（【司会進行】事務局）：本日の協議会資料は、後日、京浜河川事務所のホームページにて公表予

定である。 

 

以 上 


